
1 

 

藤沢市認可保育所事務負担軽減補助金交付要綱 

令和元年９月２７日制定 

 

（趣旨） 

第１条 令和元年１０月から実施される「幼児教育・保育の無償化」（以下「無償

化」という。）に伴い，市内の法人立認可保育所（以下「保育所」という。）で

は，給食食材料費（副食費）の徴収など，新たな事務負担の増加が見込まれてい

る。こうした事務負担の増加を要因として，保育所の本来業務に支障が生じるこ

とのないよう，事務負担の軽減に向けた支援を行うこととし，保育所の設置者又

は代表者に対し，予算の範囲内で補助金を交付することについて，藤沢市補助金

交付規則（昭和 35 年藤沢市規則第 11 号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか，必要な事項を定めるため，この要綱を制定する。 

（定義） 

第２条 この要綱に定める保育所とは，児童福祉法第３５条第４項の規定に基づく

認可を受け，同第３９条第１項に規定する保育所のうち，藤沢市内において法人

が運営する施設とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は，保育所における給食食材料費（副食費）

の徴収等，無償化の実施により新たに生じる保育所の事務対応経費とし，別表１

に定める区分に応じた経費を対象とする。 

（補助金額） 

第４条 補助金の交付額は，別表２に定める園児一人あたりの経費（園児割単価）

に各保育所における各月初日の園児数（３歳から５歳の児童に限る。）を乗じて

得た額の年間合計額とする。ただし，当該金額が前条に規定する補助対象経費の

金額を超過する場合には，補助対象経費の金額を補助金交付額とする。 

（補助金交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，藤沢市

認可保育所事務負担軽減補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」とい

う。）に藤沢市認可保育所事務負担軽減補助金事業計画書（第２号様式），藤沢

市認可保育所事務負担軽減補助金収支予算書（第３号様式）及びその他市長が必

要と認める書類を添えて，事業の着手前に市長へ申請しなければならない。 
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２ 市長は，申請者が事業着手前の申請が困難であると認めるときは，藤沢市認可

保育所事務負担軽減補助金交付申請事前着手届（第４号様式）の提出を受けたう

えで，市長が別に定める期日までに申請書を提出させることができる。 

（補助金交付決定） 

第６条 市長は，前条第１項の規定による申請書の提出を受けたときは，交付の適

否を審査し，適当と認めるものについては第４条の規定により補助金額を決定し，

また不適当と認めるものについては補助金の不交付を決定したうえで，藤沢市認

可保育所事務負担軽減補助金交付決定通知書（第５号様式。以下「決定通知書」

という。）により申請者へ通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金交付決定を行う場合において，決定通知書に記載する

補助金額は交付予定額とし，当該事業完了後に補助金額を確定するものとする。 

（届出義務） 

第７条 この補助事業において，規則第５条に基づく事業着手届の提出はこれを省

略することとし，また事業完了届の提出については，藤沢市認可保育所事務負担

軽減補助金事業完了届兼事業実績報告書（第６号様式。以下「事業完了届」とい

う。）により行うものとする。 

２ 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は，事業の完了後，事業完了届に藤沢市認可保育所事務負担軽減補助金事

業完了届附表（第７号様式）を添えて，速やかに市長へ届け出なければならない。 

３ 市長は，前２項の規定により提出された事業完了届に基づき，交付すべき補助

金の額を確定し，交付決定者へ藤沢市認可保育所事務負担軽減補助金交付額確定

通知書（第８号様式）により通知するものとする。 

（実施状況等の報告） 

第８条 交付決定者は，事業の実施状況の報告として，当該年度の４月から９月ま

での事業実績，また１０月から３月までの事業見込について，藤沢市認可保育所

事務負担軽減補助金実施状況報告書（第９号様式。以下「実施状況報告書」とい

う。）に藤沢市認可保育所事務負担軽減補助金実施状況報告書附表（第１０号様

式）を添えて，別に定める期日までに市長へ報告しなければならない。ただし，

当該年度の１０月以降に補助金の交付決定を受けた場合は，この限りでない。 

（事業計画の変更） 

第９条 交付決定者は，当該事業計画（補助対象月初日の園児数に係る内容を除
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く。）に変更が生じたとき，又は変更しようとするときは，藤沢市認可保育所事

務負担軽減補助金事業計画変更承認申請書（第１１号様式）に，藤沢市認可保育

所事務負担軽減補助金事業計画変更承認申請書附表（第１２号様式）を添えて，

速やかに市長へ提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による事業計画変更承認の申請があったときは，当該変更

承認の適否を審査し，適当と認めるものについて，藤沢市認可保育所事務負担軽

減補助金事業計画変更承認通知書（第１３号様式）により，当該変更承認の申請

者に通知するものとする。 

（補助金の交付時期） 

第１０条 市長は，第７条第３項に基づく補助金交付額の確定後，交付決定者から

の請求に基づき，補助金を交付する。 

（収支決算書の提出） 

第１１条 補助金の交付を受けた者は，補助対象年度の翌年度５月末までに，藤沢

市認可保育所事務負担軽減補助金収支決算書（第１４号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（書類の整備保管） 

第１２条 補助金の交付を受けた者は，当該補助金に係る事業の収入及び支出を明

らかにした帳簿を備え，且つ当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し，当該事

業の完了後５年間保管しておかなければならない。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は，交付決定者又は補助金の交付を受けた者が，次の各号のいずれ

かに該当するときは，補助金の交付決定を取り消し，あるいは既に交付した補助

金の全部又は一部を返還させることができる。 

 （１）補助金を目的以外に使用したとき。 

 （２）規則第４条第２項に規定する指示，又は条件に違反したとき。 

 （３）事業の施行方法が不適当であると認められるとき。 

 （４）事業費の支出額が予算額に比較して著しく減少したとき。 

 （５）第７条及び第８条に規定する届出及び報告を行わなかったとき。 

（６）事業の施行について不正な行為が認められるとき。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，この補助金の交付に関して必要な事項は
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市長が別に定める。 

      附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和元年１０月１日から施行する。 

（廃止期日等） 

２ この要綱は，令和４年３月３１日をもって廃止する。ただし，同日までにこの

要綱の施行状況について検討を加え，その結果について必要な措置を講ずるもの

とする。 

 

別表１（第３条関係） 

経費区分 事務対応経費の内容 

人件費 職員給与，手当，賃金等 

役務費 郵便料，口座振替手数料等 

需用費 消耗品費，印刷製本費等 

その他 特に必要と認める経費 

 

別表２（第４条関係） 

園児一人あたりの経費 

（園児割単価） 
４００円（月額） 

 


